
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２８年４月３日 ００時５６分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市五
ご

根
ね

緒
お

漁港沖 

 銭
ぜに

島
しま

灯標から真方位２６２°３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３６.０′ 東経１２９°２８.６′） 

事故の概要 引火性液体物質ばら積船第五祐
ゆう

公
こう

丸は、南進中、五根緒漁港沖の浅

所に乗り揚げた。 

事故等調査の経過 平成２８年４月６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引火性液体物質ばら積船 第五祐公丸、４９７トン 

１３４０５０、ホープフルマリン有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

航海士、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 球状船首部に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

事故等の経過 本船は、船長及び航海士ほか３人が乗り組み、エタノール約１,０

００kℓを積載し、船首約２.９ｍ、船尾約４.５ｍの喫水で、平成２８

年４月２日１９時３５分ごろ大韓民国蔚山
ウルサン

港を出港して熊本県八代港

に向かった。 

 本船は、２２時５０分ごろ航海士が単独の船橋当直につき、対馬北

方沖を針路１７２°（真方位、以下同じ。）約１０.５ノットの対地速

力で、自動操舵により航行した。 

 航海士は、３日００時２３分ごろ舌埼灯台の東方約１海里の予定変

針場所に至り、手動操舵に切り替えて１８２°に変針した後、船橋右

舷後部で、帳簿等の整理を行っていたところ、船体に衝撃を受けたの

で、本船が乗り揚げたことに気付いた。 

 本船は、五根緒漁港沖の浅所に乗り揚げ、球状船首部に凹損等が生

じた。 

分析 本船は、対馬北方沖を南進中、航海士Ａが、変針後、帳簿等の整理

を行っていて、見張りを適切に行っていなかったことから、陸岸に向

けて航行していることに気付かず、五根緒漁港沖の浅所に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、対馬北方沖を南進中、航海士Ａが、変針

後、帳簿等の整理を行っていて、見張りを適切に行っていなかったた



 

め、陸岸に向けて航行していることに気付かず、五根緒漁港沖の浅所

に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、見張りを適切に行うこと。 

 


